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　後期高齢者医療制度（75歳以上。一定の障害が

ある方は65歳以上）の保険料率等は、東京都後期

高齢者医療広域連合が２年ごとに見直しを行い決

定しています。令和３年度は、右図のとおりです。
なお、納入通知書は７月中旬に郵送します。

被保険者1人当たり
44,100円

均等割額

実際の保険料の算定には、所得に応じた軽減制度（所得割、均等割）があります。

賦課のもととなる所得金額※

×8.72％

所得割額
年間保険料額

（上限額は64万円）

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額等の

合計から基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）を控除した額です（雑損失の繰越控除

額は控除しません）。

問保険年金課賦課係・内線1406

　病気やけがで１か月にかかった医療費の自己負担額が、世帯に定められ
た自己負担限度額を超えたとき、その超えた分は高額療養費として後日支
給されます。入院の場合や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用（標
準負担額減額）認定証」を提示すると、医療機関の窓口で支払う金額が各
世帯の限度額までとなったり、入院時の食事代が減額されたりします。
　現在発行されている認定証の有効期限は、７月31日㈯です。８月１日
㈰から有効な認定証が必要な方は、７月７日㈬以降に保険証を持参して保
険年金課（市役所１階６番窓口）で申請してください。
　後期高齢者医療制度に加入していて、すでに認定証を持っており、世帯
の構成や収入に変わりがない方については、自動的に更新となりますので、
新しい認定証を７月中に郵送します。
　なお、以下に該当する場合、制度上定められた限度額と世帯の限度額が
同額となり、医療機関の窓口で支払う額に変更がないため、限度額適用認
定証の発行・提示が必要ありません。
●限度額適用認定証の発行・提示が必要ない方　▶70歳以上で負担割合
が３割、かつ課税所得が690万円以上の世帯の方▶70歳以上で負担割合が
１割または２割、かつ住民税課税世帯の方
問保険年金課医療給付係・内線1401

限度額適用認定証の更新
国民健康保険・後期高齢者医療制度
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国民健康保険料の保険料率等を据え置きました令和
3年度

令和
3年度

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所 得 割 率 6.58% 2.24% 1.69%

均 等 割 額 32,100 円 11,700 円 14,500 円

賦課限度額 610,000 円 190,000 円 160,000 円

表1 令和３年度　国民健康保険料の保険料率等

表3 所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50%

20 万円以下 25%

表4 被扶養者だった方の軽減
加入から2年を経過する月まで 加入から2年経過後

均等割額 5割軽減 軽減なし

所得割額 負担なし

所得が一定基準以下の軽減（表２）に該当する場合は、軽減割合
が高いほうが優先されます。

①均等割額の軽減の見直し　所得が特に低
い方に対して実施している軽減特例は、今

後医療費の増大が見込まれる中で、後期高

齢者医療制度を維持するため、右上表２の
基準および割合と同等に見直されました。

②所得割額の軽減（昨年度からの変更なし）
　被保険者本人の賦課のもととなる所得金

表2 所得が少ない世帯への保険料の軽減
軽減判定所得が下記の基準を超えない世帯 軽減割合

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1） 7 割

43万円＋（28.5万円×加入者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－1） 5 割

43万円＋（52万円×加入者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－1） 2 割

65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を差し引いた額で軽減判定所得を算定します。

　市は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、国民健康保険料

の保険料率と賦課限度額を令和２年度の水準に据え置きました（表１）。

　令和３年度分の国民健康保険料の納入通知書を７月中旬に世帯主宛

て（世帯員のみが加入している場合も同様）に郵送します。

　納入通知書は保険料の額のほか、納付方法や納期限などをお知らせ

するものです。保険料は、９期に分けて納めていただきます（年金天

引きの場合は年６回で納付）。

●７月中旬に納入通知書を郵送します

　世帯主と加入者の総所得金額等の合計（軽減判定所得）により、保険

料の一部が自動的に軽減されます（表２）。前年の所得に応じて軽減さ
れますので、収入や所得がなかった方も申告してください。

●所得が少ない世帯への軽減措置があります

●保険料の軽減制度
額を元に所得割額が軽減されます（表３）。
③被扶養者だった方の軽減（昨年度からの
変更なし）　後期高齢者医療制度の対象と
なった日の前日まで会社の健康保険など

（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった

方の保険料を軽減しています（表４）。

●保険料の計算方法

後期高齢者医療制度の保険料等をお知らせします

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から


